
該当箇所 誤 正

２１頁
２．事業内容
（１）事業計画名

ｄ．「企業間データ活用型」で申請する場合は、連携体参加企業で同一の事業計画名とな
ります。

ｄ．「企業間データ活用型」及び「一般型」「小規模型」において連携体で申請する場合
は、連携体参加企業で同一の事業計画名となります。

２５頁
６．その他加点項目
②経営力向上計画の認定取得

②　経営力向上計画の認定取得（申請者が中小企業者の場合） ②　経営力向上計画の認定取得

２８頁
【CD-Rへのデータの収録方法】

【様式１】計画書の提出について（（株）〇〇）
【様式２】事業計画書（（株）〇〇）

・認定支援機関確認書（（株）〇〇）
・見積書（（株）〇〇）：参照させる場合のみ

【様式１】計画書の提出について（（株）〇〇）
【様式２】事業計画書（（株）〇〇）

・認定支援機関確認書（（株）〇〇）
・見積書（（株）〇〇）：参照させる場合のみ
・労働者名簿一覧（（株）〇〇）：該当する場合のみ

３２頁
１１．補助事業者の義務
（３）

（３）本事業を完了したときは、その日から起算して３０日を経過した日又は事業完了期
限から起算して３０日を経過した日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出し
なければなりません。

（３）本事業を完了したときは、その日から起算して３０日を経過した日又は事業完了期
限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。

４５頁
特定非営利活動法人の申請要件について
＜企業間データ活用型に申請する場合＞
＜一般型・小規模型に申請する場合＞
①
②
※１２行目、１９行目、２６行目

・各申請者がそれぞれ「３～５年で付加価値額年率３％及び経常利益年率１％の向上を図
る計画」を有すること。

・各申請者がそれぞれ「３～５年で付加価値額年率３％及び経常利益年率１％の向上を達
成する計画」を有すること。

４６頁
３．企業会計、税制に関すること
中小企業投資促進税制について

（略）
　なお、生産性の向上に資する一定の機械装置等を導入した場合には、即時償却又は１
０％税額控除（資本金３，０００万円超の法人は７％税額控除）の適用を受けることがで
きます（平成２９年３月末までに導入した機械装置等が対象です）。

（略）
　なお、生産性の向上に資する一定の機械装置等を導入した場合には、即時償却又は１
０％税額控除（資本金３，０００万円超の法人は７％税額控除）の適用を受けることがで
きます（平成３１年３月末までに導入した機械装置等が対象です）。

６０・６５・７３・７８・８６・９１頁
会社全体の事業計画
吹き出し部分

※ 「経常利益」「付加価値額」の伸び率については、３年間で所要の数値（それぞれ
９％、３％）を達成していれば、４年目、５年目については記載の必要はございません。

※ 「経常利益」「付加価値額」の伸び率については、３年間で所要の数値（それぞれ
３％、９％）を達成していれば、４年目、５年目については記載の必要はございません。

８５頁
（４）事業の具体的な内容
その１：革新的なサービスの創出・サー
ビス提供プロセスの改善の具体的な取組
内容
（※）部分

９０頁
（４）事業の具体的な内容
その１：革新的な試作品開発・生産プロ
セスの改善の具体的な取組内容
（※部分）

（※）公募要領２２ページ「１０．応募申請書類の記入・提出にかかる留意点（４）事業
の具体的な内容　その１：具体的な取組内容」を参照し要点を押さえて記入してくださ
い。
（※）自社と連携体内の他の事業者の役割分担や連携の内容などを具体的に説明してくだ
さい。また、企業間のデータ活用の状況がわかる構成図（導入しようとする機械装置等や
データ活用の流れを含めた基本設計図など）を記載してください。

（※）公募要領２２ページ「１０．応募申請書類の記入・提出にかかる留意点（４）事業
の具体的な内容　その１：具体的な取組内容」を参照し要点を押さえて記入してくださ
い。
（※）自社と連携体内の他の事業者の役割分担や連携の内容などを具体的に説明してくだ
さい。
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